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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券によ

る代用） 

（信用取引に係る委託保証金の有価証券によ

る代用） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げ

るものとし、その差入れの際における代用

価格はその前日における時価（次項各号に

掲げる有価証券については、当該各号に定

める時価をいう。以下この項及び第３４条

第２項において同じ。）に当該各号に定め

る率を乗じて得た額を超えない額とする。 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げ

るものとし、その差入れの際における代用

価格はその前日における時価（次項各号に

掲げる有価証券については、当該各号に定

める時価をいう。以下この項及び第３４条

第２項において同じ。）に当該各号に定め

る率を乗じて得た額を超えない額とする。 

（１）～（１２） （略） （１）～（１２） （略） 

（１３） 投資信託受益証券及び投資証券

（国内の金融商品取引所に上場されてい

るもの及び一般社団法人資産運用業協会

が前日の時価を発表するものに限る。） 

公社債投資信託の受益証券 

１００分の８５ 

 その他のもの  

  １００分の８０ 

（１３） 投資信託受益証券及び投資証券

（国内の金融商品取引所に上場されてい

るもの及び一般社団法人投資信託協会が

前日の時価を発表するものに限る。）  

公社債投資信託の受益証券 

１００分の８５ 

 その他のもの  

 １００分の８０ 

（１４） （略） （１４） （略）

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有

価証券の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

３ 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有

価証券の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） （略） （１） （略）

（２） 前項第１３号に規定する投資信託

受益証券及び投資証券のうち一般社団

法人資産運用業協会が前日の時価を発

表するもの 

一般社団法人資産運用業協会が発表

する時価 

（２） 前項第１３号に規定する投資信託

受益証券及び投資証券のうち一般社団

法人投資信託協会が前日の時価を発表

するもの 

一般社団法人投資信託協会が発表す

る時価 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 
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付  則 

この改正規定は、２０２６年４月１日か

ら施行する。 
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企業行動規範に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整備）

第１９条 上場会社は、その役員、代理人、使用

人その他の従業者による内部者取引等（内部者

取引及び法第１６７条の２の規定により禁止

される行為をいう。）の未然防止に向けて必要

な体制の整備を行うよう努めるものとする。

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整備）

第１９条 上場会社は、その役員、代理人、使用

人その他の従業者による内部者取引等（内部者

取引及び法第１６７条の２の規定により禁止

される行為をいう。）の未然防止に向けて必要

な体制の整備を行うよう努めるものとする。

削る ２ 上場会社（上場外国会社を除く。）は、前項

に規定する体制の整備の一環として、Ｊ－ＩＲ

ＩＳＳ（日本証券業協会が運営する内部者登

録・照合システムをいう。）への情報の登録を

行うよう努めるものとする。

付 則

この改正規定は、２０２６年５月２５日から施

行する。
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不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（上場審査基準） 

第４条 不動産投資信託証券の上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。 

（１）次のａからｃまでに掲げる上場申請銘

柄の区分に従い、当該ａからｃまでに定め

る者が一般社団法人資産運用業協会の会員

であること。

ａ～ｃ （略）

（２）・（３）  （略） 

（上場審査基準） 

第４条 不動産投資信託証券の上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。 

（１）次のａからｃまでに掲げる上場申請銘

柄の区分に従い、当該ａからｃまでに定め

る者が一般社団法人投資信託協会の会員で

あること。

ａ～ｃ （略）

（２）・（３）  （略） 

２ （略） 

（不動産投資信託証券の上場廃止基準） 

第１２条 上場不動産投資信託証券の発行者等

に係る上場廃止の基準については、次の各号

に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（１）委託者指図型投資信託の受益証券

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者

である投資信託委託会社が次のいずれか

に該当する場合は、当該上場受益証券の

上場を廃止する。ただし、当該上場受益

証券に係る投資信託の委託者である投資

信託委託会社が行っていた業務が他の投

資信託委託会社に引き継がれ、かつ、当

該他の投資信託委託会社が不動産投資信

託証券上場契約書を提出するほか、当該

上場受益証券が第４条第１項第３号に適

合する場合は、この限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 一般社団法人資産運用業協会の会

員でなくなった場合 

（ｄ） （略） 

  ｂ （略） 

（２）委託者非指図型投資信託の受益証券

上場受益証券に係る投資信託の受託者で

ある信託会社等が次のいずれかに該当する

場合は、当該上場受益証券の上場を廃止す

る。ただし、当該上場受益証券に係る投資

信託の受託者である信託会社等が行ってい

た業務が他の信託会社等に引き継がれ、か

つ、当該他の信託会社等が不動産投資信託

証券上場契約書を提出するほか、当該上場

受益証券が第４条第１項第３号に適合する

場合は、この限りでない。 

２ （略） 

（不動産投資信託証券の上場廃止基準） 

第１２条 上場不動産投資信託証券の発行者等

に係る上場廃止の基準については、次の各号

に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

（１）委託者指図型投資信託の受益証券

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者

である投資信託委託会社が次のいずれか

に該当する場合は、当該上場受益証券の

上場を廃止する。ただし、当該上場受益

証券に係る投資信託の委託者である投資

信託委託会社が行っていた業務が他の投

資信託委託会社に引き継がれ、かつ、当

該他の投資信託委託会社が不動産投資信

託証券上場契約書を提出するほか、当該

上場受益証券が第４条第１項第３号に適

合する場合は、この限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 一般社団法人投資信託協会の会員

でなくなった場合 

（ｄ） （略） 

  ｂ （略） 

（２）委託者非指図型投資信託の受益証券

上場受益証券に係る投資信託の受託者で

ある信託会社等が次のいずれかに該当する

場合は、当該上場受益証券の上場を廃止す

る。ただし、当該上場受益証券に係る投資

信託の受託者である信託会社等が行ってい

た業務が他の信託会社等に引き継がれ、か

つ、当該他の信託会社等が不動産投資信託

証券上場契約書を提出するほか、当該上場

受益証券が第４条第１項第３号に適合する

場合は、この限りでない。 
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ａ （略） 

ｂ 一般社団法人資産運用業協会の会員で

なくなった場合 

ｃ （略） 

（３） 投資証券

ａ （略） 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人

の資産の運用に係る業務の委託を受けた

資産運用会社が次の（ａ）から（ｇ）ま

でのいずれかに該当する場合は、当該上

場投資証券の上場を廃止する。ただし、

本所が定める場合はこの限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 一般社団法人資産運用業協会の会

員でなくなった場合 

ａ （略） 

ｂ 一般社団法人投資信託協会の会員でな

くなった場合 

ｃ （略） 

（３） 投資証券

ａ （略） 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人

の資産の運用に係る業務の委託を受けた

資産運用会社が次の（ａ）から（ｇ）ま

でのいずれかに該当する場合は、当該上

場投資証券の上場を廃止する。ただし、

本所が定める場合はこの限りでない。 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 一般社団法人投資信託協会の会員

でなくなった場合 

付  則 

この改正規定は、２０２６年４月１日か

ら施行する。 
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発行日決済取引の売買証拠金に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧 

（代用有価証券の種類及び代用価格） （代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れる

ことができる有価証券の種類は、次の各号

に掲げるものとし、その差入れの際におけ

る代用価格は、当該差入日の前々日（休業

日に当たるときは、順次繰り上げる。以下

同じ。）における時価（次項に定める時価

をいう。以下この項及び次条において同

じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得た

額を超えない額とする。 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れる

ことができる有価証券の種類は、次の各号

に掲げるものとし、その差入れの際におけ

る代用価格は、当該差入日の前々日（休業

日に当たるときは、順次繰り上げる。以下

同じ。）における時価（次項に定める時価

をいう。以下この項及び次条において同

じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得た

額を超えない額とする。 

（１）～（１０） （略） （１）～（１０） （略） 

（１１） 投資信託の受益証券及び投資証

券（国内の金融商品取引所に上場されて

いるもの及び一般社団法人資産運用業協

会が前日（休業日に当たるときは、順次

繰り上げる。以下同じ。）の時価を発表

するものに限る。）  

公社債投資信託の受益証券 

１００分の８５ 

その他のもの 

１００分の７０ 

（１１） 投資信託の受益証券及び投資証

券（国内の金融商品取引所に上場されて

いるもの及び一般社団法人投資信託協会

が前日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。以下同じ。）の時価を発表す

るものに限る。）  

公社債投資信託の受益証券 

１００分の８５ 

 その他のもの 

 １００分の７０ 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区

分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区

分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） （略） （１） （略）

（２） 前項第１１号に規定する投資信託

の受益証券及び投資証券のうち一般社団

法人資産運用業協会が前日の時価を発表

するもの 

一般社団法人資産運用業協会が発表す

る時価 

（２） 前項第１１号に規定する投資信託

の受益証券及び投資証券のうち一般社団

法人投資信託協会が前日の時価を発表す

るもの 

  一般社団法人投資信託協会が発表する

時価 
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（３） （略） （３） （略）

３ （略） ３ （略） 

付  則 

この改正規定は、２０２６年４月１日から

施行する。 
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